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【兵庫県】中小企業新事業展開応援事業
（第2回公募【通常枠】/原油価格・物価高騰等緊急対策【特別枠】）について

【通常枠】コロナ渦の環境変化に応じたビジネスモデルの再構築や新たな事業展開を行う事業者を支援します。
【特別枠】原油・原材料価格高騰に対応した省エネ設備導入によるビジネスモデルの再構築や新たな事業展開を
行う事業者を支援します。

◆申請
令和4年8月1日（月）～令和4年8月26日（金）必着
※できるだけ早めにご相談ください。申請書作成に日数を要します
※神戸商工会議所 夏季一斉休業：8月11日（木・祝）～8月15日（月）

◆実施期間
交付決定以降～令和5年1月31日（火）

◆補助対象者
①兵庫県内に事業所を有する中小企業者
②売上高が10％以上減少※下図参照
③過去に本事業による助成を受けていないこと※通常枠と特別枠の重複申請は不可

◆補助金額

◆補助対象事業

通常枠
申請前の売上高（注1）が、コロナ以前（注2）と比較して10％以上減少
（注1）2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち任意の3ヶ月間の合計売上高
（注2）2019年1月～2020年3月の同3ヶ月間の合計売上高

特別枠

対象月（注1）の売上高が、基準月（注2）と比較して10％以上減少
（注1）2022年1月以降の任意の1ヶ月間
（注2）2019年～2021年における対象月と同一の1ヶ月間

補助対象経費（税抜） 補助金額

50万円以上～70万円未満 35万円

70万円以上～100万円未満 50万円

100万円以上～150万円未満 75万円

通常枠

業態やサービス提供方法の変更や追加等、コロナ禍に対応したビジネスモデルの再構築
により経営力強化を図るための取組み
例1）小売業者が対面販売に加えてECサイトを構築したネット販売を実施
例2）弁当販売店（飲食業）が高齢者向けの宅配事業を新たに展開
例3）ヨガ教室（サービス業）が密を回避するためにオンライン形式のヨガ教室を開始 等

特別枠

業態やサービス提供方法の変更や追加等、原油・原材料価格高騰に対応したビジネスモ
デルの再構築により経営力強化を図るための取組み
例1）卸売業者が特産品を商品化し、B to BからB to Cへビジネスモデルを転換するため、省
エネ型業務用冷蔵冷凍庫を導入
例2）宿泊業者がワーケーションスペース整備のため、省エネエアコンを導入 等
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経営のお悩みは

事業支援課へ

兵庫信用金庫はお客様に選ばれる

地域密着の「頼れるパートナー」を目指します

 新しく事業を始めたい
 販路を拡大したい
 新しい製品を開発したい
 補助金について知りたい

 次の世代に事業を承継したい
 会社の経営を立て直したい
 人材不足を何とかしたい
 その他経営に関すること全般

＜お悩みの例＞

どうぞお気軽にお悩みをお聞かせください。
兵庫信用金庫
業務部事業支援課
TEL:079-282-1263

生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等においてサイバーインシデントが原因で事業継続が困難と
なる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや中小
企業・小規模事業者等の生産性向上を阻害するリスクを低減するための支援を行います。

〇補助対象について

〇スケジュール
2022年8月頃申請開始予定

〇問い合わせ先
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
ナビダイヤル：0570-666-424（通話料がかかります） IP電話等からの問い合わせ先：042-303-9749
受付時間：9：30～17：30（土・日・祝日を除く）
※詳しくはIT導入補助金2022のHPをご覧ください。

IT導入補助金2022 セキュリティ対策推進枠

◆補助対象経費

◆問い合わせ先
兵庫県産業労働部産業振興局経営商業課 TEL：078-341-7711（3565）

通常枠
補助対象事業の遂行に必要な経費
例）設備・システム導入費、建物改修費、ECサイト構築費、広告宣伝費、開発費 等

特別枠

補助対象事業の遂行に必要な経費
例）省エネ設備導入費※、設備・システム導入費、建物改修費、ECサイト構築費、広
告宣伝費、開発費 等
※省エネ設備導入費が全体の50％以上であること
※省エネ設備導入費とは？
例）LED照明機器、高効率冷蔵冷凍庫、高効率空調・換気設備、エネルギー管理シ
ステム、太陽光発電システム 等

※詳しくは神戸商工会議所のHPをご覧ください。

通常枠

補助額 5万～100万円

補助率 1/2以内

機能要件
独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリ
ティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれのサービス

補助対象 サービス利用料（最大2年分）
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